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はじめに 

 

本報告書は、亀山・関テクノヒルズ開発事業の実施にあたり、「（仮称）亀山・関テクノレジダ

ンス・（仮称）白川スカイヒルタウン開発計画に係る環境影響評価書（平成 5年 10 月）」（以下、

「評価書」という）及び「亀山・関テクノヒルズ開発計画に係る環境影響評価調査検討報告書（平

成 7年 3月、平成 14 年 4 月、平成 14 年 9 月、平成 15 年 4 月）」に記載した「環境保全のための

モニタリング計画」に基づき、施設供用後に行うとした事後調査の結果（平成 24 年度実施分）を

とりまとめたものである。 

 



目  次 

 

第 1章 事業の概要 ..................................................................... 1 

1 事業者の氏名及び住所 .............................................................. 1 

2 対象事業の名称、種類及び規模 ...................................................... 1 

3 対象事業実施区域 .................................................................. 1 

4 対象事業の進捗状況 ................................................................ 1 

第 2章 本調査の位置付け ............................................................... 4 

第 3章 第 1期工区の供用後に係る事後調査 ............................................... 7 

1 水 質 ............................................................................ 7 

1-1 調査概要 ...................................................................... 7 

1-2 河川水 ........................................................................ 7 

1-2-1 調査年月日及び調査内容 .................................................... 7 

1-2-2 調査地点 .................................................................. 8 

1-2-3 調査項目及び分析方法 ...................................................... 8 

1-2-4 調査結果 ................................................................. 10 

1-3 雨水排水 ..................................................................... 13 

1-3-1 調査年月日及び調査内容 ................................................... 13 

1-3-2 調査地点 ................................................................. 13 

1-3-3 調査項目及び分析方法 ..................................................... 13 

1-3-4 調査結果 ................................................................. 14 

1-4 水道水源 ..................................................................... 15 

1-4-1 調査年月日及び調査内容 ................................................... 15 

1-4-2 調査地点 ................................................................. 15 

1-4-3 調査項目及び分析方法 ..................................................... 15 

1-4-4 調査結果 ................................................................. 17 

2 悪 臭 ........................................................................... 19 

2-1 調査概要 ..................................................................... 19 

2-2 調査年月日及び調査内容 ....................................................... 19 

2-3 調査地点 ..................................................................... 19 

2-4 調査項目及び分析方法 ......................................................... 21 

2-5 調査結果 ..................................................................... 21 

3 陸生動物（鳥類相） ............................................................... 23 

3-1 調査概要 ..................................................................... 23 

3-2 調査年月日及び調査方法 ....................................................... 23 



3-3 調査範囲及び踏査ルート ....................................................... 23 

3-4 調査結果 ..................................................................... 25 

3-5 鳥群集の多様度 ............................................................... 25 

4 特筆すべき動物（ｵｵﾀｶ） ........................................................... 27 

4-1 調査概要 ..................................................................... 27 

4-2 調査年月日及び調査方法、調査対象種 ........................................... 27 

4-3 調査地点及び調査範囲 ......................................................... 27 

4-4 調査結果 ..................................................................... 29 

第 4章 事後調査を担当した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在....................... 30 

 

 

 



 1

第 1 章 事業の概要 

1 事業者の氏名及び住所 

事業者の名称：住友商事株式会社 

代表者の氏名：大阪不動産建設部長 楠木 啓之 

所  在  地：大阪府大阪市中央区北浜 4丁目 5番 33 号 

 

2 対象事業の名称、種類及び規模 

対象事業の名称：亀山・関テクノヒルズ開発事業 

対象事業の種類：工業団地の造成事業 

対象事業の規模：事業総面積 2,312,500ｍ2（全工区） 

 

3 対象事業実施区域 

三重県亀山市白木、関町白木一色及び鷲山地内他（図 1-1） 

 

4 対象事業の進捗状況 

本開発事業の進捗状況は以下のとおりで、それぞれの区画については、図 1-2 に示したとお

りである。 

平成 14 年 4 月より、第 1 期工区の第 1 期造成工事（準備・防災工）に着手し、平成 15 年 5

月に第 1 期工区の第 1 期・第 2 期（e-1・2 の 2 区画、f 区画、g 区画、j-1・2 の 2 区画、k 区

画）の造成工事が完了した。 

平成 16 年 7 月からは、第 1期工区の第 3期（d-2～4 の 3区画）の工事に着手し、平成 17 年

4 月に造成工事が完了した。 

平成 18 年 4 月からは、第 1期工区の第 4期（i-1・2 の 2区画、n-1・2 の 2区画、o-1～3 の

3区画、p-1～4 の 4区画）の工事に着手し、平成 19 年 4 月に造成工事が完了した。 

また、平成 15 年 8 月から順次、施設の供用が始まり、平成 25 年 3 月現在、第 1期工区のう

ち、「d-2～4 の 3 区画」、「e-1・2 の 2 区画」、「f 区画」、「g 区画」、「i-1 区画」、「k 区画」、「l

区画」、「o-3 区画」、「p-4 区画」において、進出企業により施設の供用が開始されている。 
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第 3 章 第 1 期工区の供用後に係る事後調査 

1 水 質 

1-1 調査概要 

施設の供用に伴い、施設からの排水が放流先河川である鈴鹿川及び水道水源に与える影響を

把握するため、調査を実施した。 

また、回復緑地へ施肥することで、肥料に含まれる窒素及び燐が降雨により流出する恐れが

あるため、調整池出口において雨水排水調査を実施した。 

 

1-2 河川水 

1-2-1 調査年月日及び調査内容 

調査年月日及び調査内容は表 3-1-1 に示したとおりである。 

 

表 3-1-1 調査年月日及び調査内容 

調査年月日 調査内容 

平成 24 年 4 月 25 日 

平成 24 年 5 月 18 日 
生活環境項目 

平成 24 年 6 月 15 日 
生活環境項目 

健康項目 

平成 24 年 7 月 25 日 

平成 24 年 8 月 27 日 

平成 24 年 9 月 26 日 

平成 24 年 10 月 15 日 

平成 24 年 11 月 15 日 

生活環境項目 

平成 24 年 12 月 11 日 
生活環境項目 

健康項目 

平成 25 年 1 月 31 日 

平成 25 年 2 月 25 日 

平成 25 年 3 月 11 日 

生活環境項目 
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表 3-1-2 調査項目及び分析方法 

調査項目 分析方法 

生
活
環
境
項
目 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

化学的酸素要求量(COD) 

浮遊物質量(SS) 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 

全窒素(T-N) 

全燐(T-P) 

溶存酸素(DO) 

大腸菌群数 

JIS K0102 12.1 

JIS K0102 21 及び 32.3 

JIS K0102 17 

昭和 46 環告 59 号付表 9 

昭和 46 環告 59 号付表 11 

JIS K0102 45.4 

JIS K0102 46.3 

JIS K0102 32.1 

昭和 46 年環告 59 号別表 2 

健
康
項
目 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

ふっ素 

ほう素 

全ｼｱﾝ 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

鉛 

六価ｸﾛﾑ 

総水銀 

ｱﾙｷﾙ水銀 

砒素 

ｾﾚﾝ 

PCB 

ﾁｳﾗﾑ 

ｼﾏｼﾞﾝ 

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

四塩化炭素 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

昭和 46 環告 59 号付表 7 

昭和 46 環告 59 号付表 6 

JIS K0102 47.4 

JIS K0102 38.1.2 及び 38.3 

JIS K0102 55.3 

JIS K0102 54.3 

JIS K0102 65.2.4 

昭和 46 環告 59 号付表 1 

昭和 46 環告 59 号付表 2 

JIS K0102 61.3 

JIS K0102 67.3 

昭和 46 環告 59 号付表 3 

昭和 46 環告 59 号付表 4 

昭和 46 環告 59 号付表 5第 1 

昭和 46 環告 59 号付表 5第 1 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0125 5.2 

JIS K0102 43 
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1-2-4 調査結果 

放流先河川である鈴鹿川の水質調査結果は表 3-1-3 に示したとおりである。 

鈴鹿川（鈴国橋より上流）には環境基準の AA 類型が指定されており、今回の結果を環境基準

と比較すると、pH の 7 月、DO の 9 月、大腸菌群数の全ての月で環境基準値を上回る値であった

が、その他については、同基準を満足していた。 

また、健康項目の調査では、硝酸性・亜硝酸性窒素、ほう素を除く全ての項目で定量下限値

未満であり、また検出された 2項目についても、その値は小さく、それぞれ環境基準を満足し

ていた。 
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表 3-1-3(1) 水質調査結果(平成 24 年 4 月～9月) 

平成 24 年 
項目 単位 環境基準※ 

4月25日 5月18日 6月15日 7月25日 8月 27日 9月26日

pH － 6.5～8.5 7.0 7.6 7.5 8.6  8.5 7.7 

BOD mg-O/L 1 以下 <0.5 <0.5 <0.5 0.6  1.0 <0.5

COD mg-O/L － 1.6 1.4 1.1 2.4  3.6 1.2 

SS mg/L 25 以下 6.6 <1.0 <1.0 1.4  6.1 <1.0

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 mg/L － 
検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満) 

検出せず 

(0.5未満) 

検出せず 

(0.5未満)

T-N mg-N/L － 1.2 0.93 0.97 0.76  0.79 1.2 

T-P mg-P/L － 0.025 0.010 0.011 0.016  0.024 0.013 

DO mg-O/L 7.5 以上 9.4 10 9.7 9.4  8.8 6.0 

大腸菌群数(MPN) MPN/100mL 50 以下 790 700 330 700  4900 1700 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L 0.05 以下 － － <0.005 － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/L 0.003 以下 － － <0.0003 － － －

全ｼｱﾝ mg/L 検出されないこと － －
検出せず 

(0.1未満)
－ － －

鉛 mg/L 0.01 以下 － － <0.005 － － －

六価ｸﾛﾑ mg/L 0.05 以下 － － <0.02 － － －

砒素 mg/L 0.01 以下 － － <0.005 － － －

総水銀 mg/L 0.0005 以下 － － <0.0005 － － －

ｱﾙｷﾙ水銀 mg/L 検出されないこと － －
検出せず 
（0.0005未満)

－ － －

PCB mg/L 検出されないこと － －
検出せず 
（0.0005未満)

－ － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.02 以下 － － <0.002 － － －

四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 － － <0.0002 － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.004 以下 － － <0.0004 － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.1 以下 － － <0.002 － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.04 以下 － － <0.004 － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 1 以下 － － <0.0005 － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.006 以下 － － <0.0006 － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.03 以下 － － <0.002 － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁｴﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.0005 － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L 0.002 以下 － － <0.0002 － － －

ﾁｳﾗﾑ mg/L 0.006 以下 － － <0.0006 － － －

ｼﾏｼﾞﾝ mg/L 0.003 以下 － － <0.0003 － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/L 0.02 以下 － － <0.002 － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ｾﾚﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.002 － － －

硝酸性･ 

亜硝酸性窒素 
mg/L 10 以下 － － 0.90 － － －

ふっ素 mg/L 0.8 以下 － － <0.08 － － －

ほう素 mg/L 1 以下 － － 0.03 － － －

※：「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年 12 月 28 日、環境庁告示第 59 号) 
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表 3-1-3(1) 水質調査結果(平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月) 

平成 24 年 平成 25 年 
項目 単位 環境基準※ 

10月15日 11月15日 12月11日 1月31日 2月25日 3月11日

pH － 6.5～8.5 7.9 7.5 7.8 7.5  7.5 7.7 

BOD mg-O/L 1 以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.6 

COD mg-O/L － 1.7 1.3 1.0 1.0  0.9 1.5 

SS mg/L 25 以下 1.1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 mg/L － 
検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満)

検出せず 

(0.5未満) 

検出せず 

(0.5未満) 

検出せず 

(0.5未満)

T-N mg-N/L － 1.0 1.1 0.89 0.96  0.92 0.86 

T-P mg-P/L － 0.012 0.015 0.005 0.014  0.015 0.013 

DO mg-O/L 7.5 以上 9.1 11 12 13  13 11 

大腸菌群数(MPN) MPN/100mL 50 以下 490 330 130 230  230 280 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L 0.05 以下 － － <0.005 － － －

ｶﾄﾞﾐｳﾑ mg/L 0.003 以下 － － <0.0003 － － －

全ｼｱﾝ mg/L 検出されないこと － －
検出せず 

(0.1未満)
－ － －

鉛 mg/L 0.01 以下 － － <0.005 － － －

六価ｸﾛﾑ mg/L 0.05 以下 － － <0.02 － － －

砒素 mg/L 0.01 以下 － － <0.005 － － －

総水銀 mg/L 0.0005 以下 － － <0.0005 － － －

ｱﾙｷﾙ水銀 mg/L 検出されないこと － －
検出せず 
（0.0005未満)

－ － －

PCB mg/L 検出されないこと － －
検出せず 
（0.0005未満)

－ － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.02 以下 － － <0.002 － － －

四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 － － <0.0002 － － －

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.004 以下 － － <0.0004 － － －

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.1 以下 － － <0.002 － － －

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.04 以下 － － <0.004 － － －

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 1 以下 － － <0.0005 － － －

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/L 0.006 以下 － － <0.0006 － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.03 以下 － － <0.002 － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁｴﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.0005 － － －

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ mg/L 0.002 以下 － － <0.0002 － － －

ﾁｳﾗﾑ mg/L 0.006 以下 － － <0.0006 － － －

ｼﾏｼﾞﾝ mg/L 0.003 以下 － － <0.0003 － － －

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ mg/L 0.02 以下 － － <0.002 － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ｾﾚﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.002 － － －

硝酸性･ 

亜硝酸性窒素 
mg/L 10 以下 － － 0.87 － － －

ふっ素 mg/L 0.8 以下 － － <0.08 － － －

ほう素 mg/L 1 以下 － － 0.02 － － －

※：「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和 46 年 12 月 28 日、環境庁告示第 59 号) 
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1-3 雨水排水 

1-3-1 調査年月日及び調査内容 

調査年月日及び調査内容は表 3-1-4 に示したとおりである。 

 

表 3-1-4 調査年月日及び調査内容 

調査年月日 調査内容 

平成 24 年 4 月 28 日 

平成 24 年 7 月 9 日 

平成 24 年 10 月 29 日 

平成 25 年 1 月 15 日 

雨水排水 

 

1-3-2 調査地点 

調査地点は前掲の図 3-1-1 に示したとおり、2ヶ所の調整池（A、B）出口とした。 

 

1-3-3 調査項目及び分析方法 

調査項目及び分析方法は、表 3-1-5 に示したとおりである。 

 

表 3-1-5 調査項目及び分析方法 

調査項目 分析方法 

水素ｲｵﾝ濃度(pH) 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

全窒素(T-N) 

全燐(T-P) 

JIS K0102 12.1 

JIS K0102 21 及び 32.3 

JIS K0102 45.4 

JIS K0102 46.3 
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1-3-4 調査結果 

調査の結果は表 3-1-6 に示したとおりであり、調整池 Aでは、pH は 7.3～7.8、BOD は 1.3～

2.3mg-O/L、全窒素は 0.42～0.78mg-N/L、全燐は 0.015～0.023mg-P/L、調整池 Bでは、pH は 7.8

～9.3、BOD は 1.4～2.4mg-O/L、全窒素は 0.55～0.83mg-N/L、全燐は 0.027～0.033mg-P/L であ

った。 

なお、参考として昨年度の調査結果を表 3-1-7 に示したが、調整池 Bの pH で、春から夏にか

けてやや高い値であった以外は調整池 A、Bとも昨年度と概ね同程度の値であった。 

 

表 3-1-6 調整池出口における調査結果 

調整池Ａ 調整池Ｂ 
項目 単位 

5月16日 8月13日 10月29日 1月15日 5月16日 8月13日 10月29日 1月15日

pH － 7.5 7.8 7.3 7.5 8.5 9.3 8.1 7.8

BOD mg-O/L 2.1 2.3 1.3 2.1 1.4 2.4 1.4 1.4

T-N mg-N/L 0.78 0.42 0.51 0.76 0.83 0.55 0.66 0.68

T-P mg-P/L 0.023 0.022 0.015 0.021 0.027 0.033 0.028 0.033

水温 ℃ 21.3 28.5 17.9 4.9 22.3 31.6 18.0 4.5

気温 ℃ 24.0 30.0 18.1 5.0 24.0 29.0 18.1 5.2

 

表 3-1-7 調整池出口における調査結果（参考：平成 23 年度） 

調整池 A 調整池 B 
項目 単位 

4月28日 7月8日 10月31日 1月6日 4月28日 7月8日 10月31日 1月6日

pH － 7.7 7.4 7.3 7.4 7.9 8.2 7.9 8.0

BOD mg-O/L 2.9 2.2 1.5 3.3 1.8 0.9 1.2 0.9

全窒素 mg-N/L 0.75 0.69 0.64 0.78 0.66 0.54 0.58 0.63

全燐 mg-P/L 0.036 0.029 0.019 0.029 0.021 0.012 0.015 0.010

水温 ℃ 16.2 26.5 18.8 6.5 17.0 29.2 19.5 7.2

気温 ℃ 19.3 32.0 20.0 6.2 19.3 32.0 18.2 6.2
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1-4 水道水源 

1-4-1 調査年月日及び調査内容 

調査年月日及び調査内容は表 3-1-8 に示したとおりである。 

 

表 3-1-8 調査年月日及び調査内容 

調査年月日 調査内容 

平成 24 年 4 月 25 日 

平成 24 年 5 月 18 日 
水道水一般検査項目 

平成 24 年 6 月 15 日 
水道水一般検査項目 

水道水精密検査項目 

平成 24 年 7 月 25 日 

平成 24 年 8 月 27 日 

平成 24 年 9 月 25 日 

平成 24 年 10 月 15 日 

平成 24 年 11 月 15 日 

平成 24 年 12 月 11 日 

平成 25 年 1 月 31 日 

平成 25 年 2 月 25 日 

平成 25 年 3 月 11 日 

水道水一般検査項目 

 

1-4-2 調査地点 

調査地点は前掲の図 3-1-1 に示した第 5水源において調査を実施した。 

 

1-4-3 調査項目及び分析方法 

調査項目及び分析方法は、表 3-1-9 に示したとおりである。 
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表 3-1-9 調査項目及び分析方法 

調査項目 分析方法 

一般細菌 

大腸菌 

塩化物ｲｵﾝ 

有機物(TOC) 

pH 値 

臭気 

色度 

濁度 

残留塩素 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 

水銀 

ｾﾚﾝ 

鉛 

ﾋ素 

六価ｸﾛﾑ 

ｼｱﾝ 

硝酸性及び亜硝酸性窒素 

ﾌｯ素 

ﾎｳ素 

四塩化炭素 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

亜鉛 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ 

鉄 

銅 

ﾅﾄﾘｳﾑ 

ﾏﾝｶﾞﾝ 

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 

蒸発残留物 

陰ｲｵﾝ界面活性剤 

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 

非ｲｵﾝ界面活性剤 

ﾌｪﾉｰﾙ類 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 1 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 2 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 13 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 30 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 31 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 34 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 36 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 41 

平成 15 年厚生労働省告示第 318 号 別表第 1 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 7 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 12 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 13 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 13 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 16 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 15 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 5 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 6 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 5 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 22 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 23 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 24 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 26 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 26 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 28 の 2 

平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 別表第 29 
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1-4-4 調査結果 

調査の結果は表 3-1-10 に示したとおりであり、全ての項目、調査日とも、水質基準を満足し

ていた。 

また、年 1回実施した精密検査項目では、ﾌｯ素、ﾎｳ素、ﾅﾄﾘｳﾑ、ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)、蒸

発残留物が検出されたが、いずれもその値は小さく、水質基準を満足していた。 

 

表 3-1-10(1) 水道水源調査結果(平成 24 年 4 月～ 9 月) 

平成 24 年 
項目 単位 基準値※ 

4月25日 5月18日 6月15日 7月25日 8月27日 9月25日

一般細菌 個/mL 100 以下 0 0 0 0 0 0

大腸菌 － 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

塩化物ｲｵﾝ mg/L 200 以下 10.6 5.6 6.6 6.0  7.7 7.4

有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

pH 値 － 5.8以上8.6以下 6.4 7.0 6.5 6.4  6.2 6.0 

臭気 － 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 5 以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 度 2 度以下 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05

残留塩素 mg/L   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素及び 

亜硝酸態窒素 
mg/L 10 以下 1.3 1.7 1.7 1.3  1.2 1.3

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.003 以下 － － <0.0003 － － －

水銀及びその化合物 mg/L 0.0005 以下 － － <0.00005 － － －

ｾﾚﾝ及びその化合物 mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

鉛及びその化合物 mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ﾋ素及びその化合物 mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

六価ｸﾛﾑ化合物 mg/L 0.05 以下 － － <0.005 － － －

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ﾌｯ素及びその化合物 mg/L 0.8 以下 － － 0.12 － － －

ﾎｳ素及びその化合物 mg/L 1.0 以下 － － 0.02 － － －

四塩化炭素 mg/L 0.002 以下 － － <0.0002 － － －

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ mg/L 0.05 以下 － － <0.005 － － －

ｼｽ及び 

ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
mg/L 0.04 以下 － － <0.001 － － －

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ mg/L 0.02 以下 － － <0.001 － － －

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ mg/L 0.01 以下 － － <0.001 － － －

亜鉛及びその化合物 mg/L 1.0 以下 － － <0.005 － － －

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 mg/L 0.2 以下 － － <0.02 － － －

鉄及びその化合物 mg/L 0.3 以下 － － <0.03 － － －

銅及びその化合物 mg/L 1.0 以下 － － <0.01 － － －

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 mg/L 200 以下 － － 5.8 － － －

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 mg/L 0.05 以下 － － <0.005 － － －

ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) mg/L 300 以下 － － 45 － － －

蒸発残留物 mg/L 500 以下 － － 87 － － －

陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.2 以下 － － <0.02 － － －

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ mg/L 0.00001 以下 － － <0.000001 － － －

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ mg/L 0.00001 以下 － － <0.000001 － － －

非ｲｵﾝ界面活性剤 mg/L 0.02 以下 － － <0.002 － － －

ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/L 0.005 以下 － － <0.0005 － － －

※：「水質基準に関する省令」(平成 15年 5 月 30 日、厚労令 101) 
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表 3-1-10(2) 水道水源調査結果(平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月) 

平成 24 年 平成 25 年 
項目 単位 基準値※ 

10月 15日 11月 15日 12月 11日 1月31日 2月25日 3月11日

一般細菌 個/mL 100 以下 0 0 3 0 0 0

大腸菌 － 検出されないこと 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陰性

塩化物ｲｵﾝ mg/L 200 以下 4.8 7.0 6.6 7.3 9.3 9.0

有機物(TOC) mg/L 3 以下 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3

pH 値 － 5.8以上8.6以下 6.5 6.5 6.4 6.2 6.4 6.5 

臭気 － 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし

色度 度 5 以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

濁度 度 2 度以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

残留塩素 mg/L   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

硝酸態窒素及び 

亜硝酸態窒素 
mg/L 10 以下 1.5 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

※：「水質基準に関する省令」(平成 15年 5 月 30 日、厚労令 101) 
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2 悪 臭 

2-1 調査概要 

施設の供用に伴い、施設から発生する悪臭が周辺集落に影響を及ぼす恐れがあること及び、

当該地域が、悪臭防止法第 3条の規定に基づく工場その他の事業場における事業活動に伴って

発生する悪臭原因物の排出を規制する地域に指定されていることから、事業実施区域の風下側

敷地境界において調査を実施した。 

 

2-2 調査年月日及び調査内容 

調査年月日及び調査内容は表 3-2-1 に示したとおりである。 

 

表 3-2-1 調査年月日及び調査内容 

調査年月日 調査内容 

平成 25 年 2月 27 日 施設供用時における悪臭調査 

 

2-3 調査地点 

調査地点は、図 3-2-1 に示したとおり調査当日の風向を考慮し、事業実施区域敷地境界の風

下側の 1地点とした。 
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2-4 調査項目及び分析方法 

調査項目及び分析方法は、表 3-2-2 に示したとおりである。 

 

表 3-2-2 調査方法及び分析方法 

項 目 分析方法 

ｱﾝﾓﾆｱ 昭和47年環境庁告示第9号別表第1 

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ 

硫化水素 

硫化ﾒﾁﾙ 

二硫化ﾒﾁﾙ 

昭和47年環境庁告示第9号別表第2 

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ 昭和47年環境庁告示第9号別表第3 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ﾉﾙﾏﾂﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

昭和47年環境庁告示第9号別表第4の1 

ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ 昭和47年環境庁告示第9号別表第5 

酢酸ｴﾁﾙ 

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 
昭和47年環境庁告示第9号別表第6の2 

ﾄﾙｴﾝ 

ｽﾁﾚﾝ 

ｷｼﾚﾝ 

昭和47年環境庁告示第9号別表第7の2 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 

ﾉﾙﾏﾙ酪酸 

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 

ｲｿ吉草酸 

昭和47年環境庁告示第9号別表第8 

風 向 

風 速 

気 温 

気 

象 

湿 度 

地上気象観測指針(気象庁)による 

 

2-5 調査結果 

調査の結果、表 3-2-3 に示したとおり、全ての項目で定量下限値未満であり、敷地境界にお

ける規制基準を満足していた。 
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表 3-2-3 調査結果 

項  目 単 位 排出規制基準※ 調査結果 

 ｱﾝﾓﾆｱ ppm   1 以下 <0.1 

 ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌ゚ ﾀﾝ ppm   0.002 以下 <0.0002 

 硫化水素 ppm   0.02 以下 <0.002 

 硫化ﾒﾁﾙ ppm   0.01 以下 <0.001 

 二硫化ﾒﾁﾙ ppm   0.009 以下 <0.0009 

 ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ppm   0.005 以下 <0.0005 

 ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ppm   0.05 以下 <0.01 

 ﾌ゚ ﾛﾋ゚ ｵﾝｱﾙﾃ゙ ﾋﾄ゙  ppm   0.05 以下 <0.01 

 ﾉﾙﾏﾙﾌ゙ ﾁﾙｱﾙﾃ゙ ﾋﾄﾞ ppm   0.009 以下 <0.002 

 ｲｿﾌ゙ ﾁﾙｱﾙﾃ゙ ﾋﾄ゙  ppm   0.02 以下 <0.002 

 ﾉﾙﾏﾙﾊ゙ ﾚﾙｱﾙﾃ゙ ﾋﾄﾞ ppm   0.009 以下 <0.002 

 ｲｿﾊ゙ ﾚﾙｱﾙﾃ゙ ﾋﾄ゙  ppm   0.003 以下 <0.002 

 ｲｿﾌ゙ ﾀﾉｰﾙ ppm   0.9 以下 <0.09 

 酢酸ｴﾁﾙ ppm   3 以下 <0.3 

 ﾒﾁﾙｲｿﾌ゙ ﾁﾙｹﾄﾝ ppm   1 以下 <0.1 

 ﾄﾙｴﾝ ppm  10 以下 <1 

 ｽﾁﾚﾝ ppm   0.4 以下 <0.04 

 ｷｼﾚﾝ ppm   1 以下 <0.1 

 ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 ppm   0.03 以下 <0.003 

 ﾉﾙﾏﾙ酪酸 ppm   0.001 以下 <0.0005 

 ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 ppm   0.0009 以下 <0.0005 

 ｲｿ吉草酸 ppm   0.001 以下 <0.0005 

 天 候 － － 晴 

 気 温 ℃ － 10.9 

 湿 度 ％ － 60 

 風 向 － － N 

気 
 

象 

 風 速 ｍ/ｓ － 0.8 

※排出規制基準：悪臭防止法の規定に基づく規制地域の指定及び規

制基準（平成10年７月10日三重県告示第323号） 
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3 陸生動物（鳥類相） 

3-1 調査概要 

施設供用後の鳥類相を把握するため、春季に調査を実施した。 

 

3-2 調査年月日及び調査方法 

調査年月日及び調査方法は表 3-3-1 示したとおりである。 

なお、調査はルートセンサス調査とし、予め設定したﾙｰﾄを時速 2km 程度の速さで踏査し、片

側 25ｍ(両側で 50ｍ)の範囲内に出現する鳥類の種及び個体数を記録した。 

 

表 3-3-1 調査年月日及び調査方法 

時 季 調査年月日 調査方法 

春 季 平成 24 年 5月 24 日 ﾙｰﾄｾﾝｻｽ法 

 

3-3 調査範囲及び踏査ルート 

調査範囲は、図 3-3-1 に示したとおりであり、事業実施区域北側及び南側の残存緑地や事業

実施区域周辺を通る 2 ﾙｰﾄを設定した。 
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3-4 調査結果 

調査の結果、表 3-3-2 に示したとおり、2目 11 科 13 種の鳥類を確認した。 

確認した鳥類 13 種のうち、留鳥が 11 種とほとんどを占め、他、夏鳥のﾂﾊﾞﾒ 1 種、外来種（家

禽類）のｺｼﾞｭｹｲ 1 種であった。 

確認種は、当該地域の環境を反映して、里山から低山地にかけて普通に見られる種で構成さ

れていた。 

目別に見てみると、ｽｽﾞﾒ目が 12 種と最も多く確認し、その他はｷｼﾞ目 1 種であった。 

 

表 3-3-2 鳥類確認種一覧 

目 科 種名 学名 渡り ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 

ｽｽﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ Hirundo rustica 夏鳥 5 1 

  ｲﾜﾂﾊﾞﾒ Delichon urbica 留鳥   2 

 ｾｷﾚｲ ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ Motacilla grandis 留鳥 1   

 ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ Hypsipetes amaurotis 留鳥 13 6 

 ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ Lanius bucephalus  留鳥   3 

 ｳｸﾞｲｽ ｳｸﾞｲｽ Cettia diphone 留鳥 1 4 

 ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ Zosterops japonicus 留鳥 4 2 

 ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ Emberiza cioides 留鳥 4 2 

 ｱﾄﾘ ｶﾜﾗﾋﾜ Carduelis sinica  留鳥 2   

   ｲｶﾙ Eophona personata  留鳥   1 

 ﾊﾀｵﾘﾄﾞﾘ ｽｽﾞﾒ Passer montanus 留鳥 5 5 

 ｶﾗｽ ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ Corvus macrorhynchos 留鳥   2 

ｷｼﾞ ｷｼﾞ ｺｼﾞｭｹｲ Bambusicola thoracica  外来種   1 

種数 8 11 
2 目 11 科 13 種 

個体数 35 29 

※「渡り区分」については、「三重県立博物館研究報告 自然科学第 1号 2.三重県の

鳥類相」(1979.3、三重県立博物館)によった。 

 

3-5 鳥群集の多様度 

ﾙｰﾄｾﾝｻｽ調査結果に基づき、全多様度(I)及び平均多様度(H’)を求め、調査時季毎、ﾙｰﾄ毎に群

集構造の複雑さを比較した。 

算出に用いた式は次に示すとおりであり、これにより求められた多様度指数は表 3-3-3 に示

したとおりである。 

平均多様度(H’)の数値が高いことは、その群集が特定の種に偏ることなく複雑であることを

表している。 

今回の調査の結果、ここ数年の同様の傾向で、ﾙｰﾄ 2 がﾙｰﾄ 1 よりも平均多様度(H’)の値が大

きい結果であった。 

確認種数・確認個体数とも、いずれのﾙｰﾄもこれまでの調査と同程度の確認状況であった。 

今回の調査結果を現況調査と比較すると、ﾙｰﾄ 1 は今回の調査が、ﾙｰﾄ 2 は現況調査当時の方

の種数・個体数が多い結果であったが、現況調査時のﾙｰﾄ 1、8 とも出現状況に偏りがあったも
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のと思われ、平均多様度(H’)は今回の結果の方が高い結果となった。 

昨年の結果と比較すると、全体的に確認種数・個体数は昨年度より少なく、平均多様度はﾙｰ

ﾄ 1 では昨年度よりも低い値であった。一方、ﾙｰﾄ 2 は確認種数・個体数は昨年度より少ない結

果であったが、多様度の値では昨年と同程度であった。 

踏査ﾙｰﾄ 1 は、人工的な公園と工業団地内道路を通るため、人の利用も多くその状況に応じて

鳥類の利用も変化すると考えられる。ﾙｰﾄ 2 については、環境の大きな変化がみられないため、

種数・個体数の変動はあるものの多様度でみると大きな変化がみられないものと考えられる。 

以上のことからも、今回調査を実施した緑地では、現況調査当時よりも生息する鳥類の種構

成が多様になり、さらにその環境が維持されているものと考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3-3 ﾙｰﾄｾﾝｻｽにおける各ﾙｰﾄの多様度指数 

春 季 

平成 24 年度 

事後調査 

平成 23 年度 

事後調査 

平成 22 年度 

事後調査 

平成 21 年度 

事後調査 
 

ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2

種類数(S) 8 11 11 13 11 14 12 15 

総個体数(N) 35 29 37 31 23 26 58 27 

平均多様度(H’) 2.6 3.2 3.2 3.4 3.2 3.6 3.1 3.6 

 

春 季 

平成 20 年度 

事後調査 

平成 19 年度 

事後調査 

平成 17 年度 

事後調査 

平成 16 年度 

事後調査 
現況調査時  

ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 2 ﾙｰﾄ 1 ﾙｰﾄ 8

種類数(S) 12 14 11 15 20 11 14 19 10 19 

総個体数(N) 55 30 44 31 58 38 39 63 30 73 

平均多様度(H’) 2.9 3.7 3.0 3.6 4.0 3.1 3.5 3.8 1.2 2.4 

※事後調査における「ﾙｰﾄ 1」が現況調査時の「ﾙｰﾄ 1」に、同じく「ﾙｰﾄ 2」が「ﾙｰﾄ 8」にそれぞれ類似し

た踏査ﾙｰﾄになる。 

 

ﾌﾞﾗｲﾛﾝの情報量方程式（単位：ﾋﾞｯﾄ） 

 

              Ｎ！ 

全多様度（Ｉ）＝              

         ｎ１！ｎ２！・・・ｎｓ！ 

 

ｼｬﾉﾝ・ｳｨｰﾊﾞｰの平均多様度（Ｈ´）（単位：ﾋﾞｯﾄ） 

 

           ｓ   ｎｉ       ｎｉ 

平均多様度（Ｈ´）＝－Σ     ｌｏｇ２    

           ｉ＝１  Ｎ       Ｎ 

 

但し ｎｉ：種ｉの個体数、Ｎ：総個体数、Ｓ：種類数 
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4 特筆すべき動物（ｵｵﾀｶ） 

4-1 調査概要 

将来着手が予定されている第 2期工区（関工区）予定区域における、ｵｵﾀｶの利用状況を把握す

ることを目的に、関工区予定区域において調査を実施した。 

 

4-2 調査年月日及び調査方法、調査対象種 

調査年月日及び調査方法、調査対象種は表 3-4-1 に示したとおりである。 

調査は、定点観察により行い、対象種が確認された場合には各調査員が無線機を用いて連絡

を取り合い、より詳細に行動を記録することとした。 

調査にあたっては、8倍程度の双眼鏡及び 25 倍程度の望遠鏡を用いた。 

 

表 3-4-1 調査年月日及び調査方法 

調査年月日 調査時間 調査方法 対象種 

平成 24 年 4月 29 日 

平成 24 年 5月 23 日 

平成 24 年 6月 14 日 

平成 24 年 7月 9 日 

8:00～16:00 定点観察調査 
ｵｵﾀｶ 

(第 2 期工区対象) 

 

4-3 調査地点及び調査範囲 

調査地点は表 3-4-2 及び図 3-4-1 に示したとおりであり、関工区予定区域及び周辺でのｵｵﾀｶ

の利用状況が把握できるよう地点を設定した。 

 

表 3-4-2 調査地点 

調査年月日 調査地点 

平成 24 年 4月 29 日 

平成 24 年 5月 23 日 

平成 24 年 6月 14 日 

平成 24 年 7月 9 日 

地点 2、3、4、8 
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4-4 調査結果 

4 月から 7月の調査の結果、ｵｵﾀｶは確認できなかった。 

第 2期工区（関工区）を対象として平成 20 年度より実施しているｵｵﾀｶ調査のこれまでの確認

状況は表 3-4-3 に示したとおりである。 

 

表 3-4-3 ｵｵﾀｶ確認状況（第 2期工区対象：4月～7月調査） 

調査年度 H24 H23 H22 H21 H20 

ｵｵﾀｶ × ○ × × ○ 

※：確認状況の「○」は生息を確認、「×」は確認できなかったこ

とを示す。 
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第 4 章 事後調査を担当した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在 

 

区分 調査項目 調査機関の名称等 

事後調査 

水 質 

悪 臭 

陸生動物 

特筆すべき動物 

財団法人 三重県環境保全事業団 

理事長 油家 正 

三重県津市河芸町上野 3258 番地 

 

 

 




